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“日本的”雇用慣行の経済合理性論再検討

一1920年代の日米比較の視点から一
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1．はじめに

中　馬

　終身雇用，年功賃金，企業別組合及早期停年制

にて特徴づけられる“日本的”雇用慣行が，1920

年代，大規模近代産業の急速な発展を背：景に成立

していったことは，歴史的事実によって十分に裏

付けられている（但し，その内実の批判的検討に

関してはTaira（1985）及Shimada（1982）参照）．と

ころが一方，その説明原理となると，その重要性

にも拘らず，未だそれ程確固とした説が存在する

訳ではない．従って，そこには理論的究明の余地

が多く残されている．当小論は，その様なギャッ

プを埋める為の足掛りとなることを目するもので

ある．

　確かに“日本的”雇用慣行生成の説明原理とし

て，一時アベグレン流の文化・社会的特殊性因に

基づく立揚が流行した．しかし，特殊性を新たな

特殊性によって説明するという些かトートロジカ

ルな構図も手伝い，その影響力を失ってしまって

いる．代って登場したのが，経済的諸制約条件の

“日本的”特殊性を強調する経済合理性論である

（その集大成はShimada＆Shirai（1978）に与えら

れ’ている）．この或る程度定説化した経済合理的

日本特殊性論とも言うべき立揚の拠所は，当時の

日本における外部労働市揚の未発達性並びにその

ことを契機とする子飼い養成工制度の発展である．

この立場に基づけば，当時の外部労働市場は，急

速な大規模近代化に伴って必要となった基幹近代

技能労働者を速かに供給できる状況になかった．

従って近代化の担い手としての大企業は，自ら子

飼い方式により左様な技能工を育成しかつ彼等を

企業内に定着させることを図った．そして，そこ

宏　之

から必然的に数々の長期勤続化策が生み出され，

採用を幼年者に限るという施策と相まって，所謂

“日本的”雇用慣行の原型が形づくられた，とい

うことになる．

　との説明は，その前提としての外部労働市揚の

後発性を受け入れる限り説得的であり，事実上記

合理性論者達は，殆ど例外なく，この前提を後発

国日本にとっては自明のこととしてきた．しかし，

果してこの“後発性”は，それ程日本特殊的だっ

たのであろうか？　あるいは，そもそも当時の先

進国の外部労働市揚は，近代的技能労働者を必要

に応じて早急に供給できる程発達していたのであ

ろうか？当小論は，このような疑問を背景に，上
　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　

記経済合理的日本特殊性論に再考を促すことを具

体的目標とする．その為の国際比較の対象となる

のは，1920年代米国大企業間に広汎に普及してい

た雇用慣行及その成立基盤である。

　小論の展開は，以下の様である．まず次の第2

節で“日本的”雇用慣行成立の概説史が，そして

第3節で上記経済合理的特殊性論が，展開される．

第4節は当小論の中心であり，上記目的に沿って

1920年代の米国大企業間の“日本的”雇用慣行が

考察される．最後に第5節で当小論のインプリケ

ーションが与えられる．

2・“日本的”雇用慣行成立の史的背景

　当節では，“日本的”雇用慣行というものが，い

つ頃明確な形で現出してきたかについて概説する．

　2・1・「終身雇用制」（又は勤続長期化傾向）

　大正年間の『労働調査報告』（大阪市（1977）復刻

版7，P．319）にある，

　「我国蛍働者の最大欠点は何んと云っても同一
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　工揚に勤務して居る期間の短いことで之が為め

　我工業上に蒙りつつある損失は決っして少なく

　ないのである．」

という叙述にも現れているように，日本の労働者

の同一企業内定着化傾向が生じてきたのは，それ

程昔のことではない．

　Taira（1970）が戦前の限られた統計データを駆

使して明らかにした様に，上記欠点が克服され始

めたのは，第1次大戦以後のことである．より具

体的には，1918年までは約44％の工揚労働者の

勤続期間が1年未満に過ぎなかった．一方当時勤

続10年以上の労働者は4％にも満たなかった．

ところが，1924年には当長期勤続部分が16％を

越え，1933年には24％にまで増加した（Taira

（1970）p。150Table　18）．

　この斜な第1次大戦後の長勤続傾向は，工揚労

働者のマクロ的離職率データの変化にも現れた．

表1はその様な変化を示している．・即ち，離職率

は，1920年代及30年代半ばに至るまで，戦後の

水準（70年代で軍門約均28．8％）と比べるとまだ

高いが，低下し続けた．また，マイクロなデータ

　表1：製造業における　　に関しては，兵藤（1965b）

　離職率　　　　　　P．62が日本鋼管，八幡

年　年平均　鰭ならびに住友蜘の，
　　　・本1米国尾高（・984，P．・・5）カ・竣

　　　　　　　　　　長崎造船所の，離職率デ

　　　　　　　　　　ータを紹介している．こ

　　　　　　　　　　れらのデータに依ると，

　　　　　　　　　　いずれの大企業において

　　　　　　　　　　　も，1920年を境にして離

　　　　　　　　　　職率が急低下しはじめて

　　　　　　　　　　おり，如実に長期勤続化

　　　　　　　　　　傾向が現れてきている．

　　　　　　　　　　　2・2　年功賃金制

　　　　　　　　　　　経験年数の上昇と共に

　　　　　　　　　　賃金額が上昇するという

　　　　　　　　　　意味での年功賃金体系は，

　　　　　　　　　　少なくとも大企業中心に，

　　　　　　　　　　1930年までには成立し資料；日本一〇daka（1973）．

　　米国一H‘3師θα‘　　　ていた（尾高（1984）p．252
　　　s‘α‘競ピθ3（ゾ‘ゐ8

　　　σπ伽dS弼θ8．　　及P．105）．その1っのマ

1918

1919 ．557 1，213

1920 ．667 1，216

1921 ．565 ．330

1922 。731 ．961

1923 ．612 1，084

1924 ．664 ．396

1925 ．570 ．618

1926 ．536 ．544

1927 ．496 ．399

1928 ．498 ．445

1929 ．520 ．452

1930 ．494 ．708

1931 ，614 ．576

1932 ．470 。624

1933 ．468 。540

1934 ．480 ．588

1935 ．456 ．516
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クロ的根拠は，画期的労働統計とされる内務省社

会局の「労働統計実地調査」によって与えられる1）．

特にその中の製造業賃金データ（1927，1930，1933，

1936，1940）を比較検討すると，年齢による賃金格

差の存在が明確に確認できる（Odaka（1973）P・60

参照）．さらに当該1927年調査を男子工場産業別

にみると，比較的筋肉労働の比重の高い金属工業

並びにそれ程熟練を要すと思われない繊維工業で

は，40～44歳で賃金プロフィルが最高点に達する．

一方，技能の持つ意義の大きい機械器具あるいは

化学工業では，上昇の幅は小さくなるが50～54

歳で最高点を達成している（隅谷（1971）PP・179－

80参照）．

　2・3停　年　制

　停年制というものは，欧米諸国においてさえ，

極めて20世紀的社会現象とされる（例えばGraeb－

ner（1980），　Ackenbaum（1978），　Hannah（1986）参

照）．日本においても，その傾向に違うことはない．

実際停年制が導入され始めたのは，明治時代後半

だと言われている（荻原（1984））．例えば，東：京海

上が1906年に規定したという定年退職規則によ

れば，停年退職金は，従業員が55歳に達して自

己都合ないし会社都合により正当な形で退職する

揚合のみ支給される，とある（日経新聞1981年5

月8日）．

　上記のタイプの停年退職制は，主に大企業を中

心に，1920年代に普及していった（隅谷（1980））．

例えば，三菱合資と三菱各社は1917年に55歳停

年制を（野田（1981）），住友本店とその傘下の企業

は1925年に一斉に定年制（Nakase（1979）PP．186－

7）2）を導入した．この点に関しマクロ的な調査で

ある内務省社会局「退職積立金法案要綱及資料」

（1935年一日本労働運動資料第10巻Pp・364－365

に所収）を見てみると，従業員100人以上の規模

の実に50％以上の工場で停年制が敷かれていた，

特に機械・器具工場では，当比率が96％にも達

していた．一方10人～50人規模の工揚では，当

該値は10％に過ぎなかった．

　1）

い．

　2）

1923年調査は年齢区分が旨き過ぎ役に立たな

住友銀行は1924年に導入（野田（1981））．

o

、
O

o
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　2・4　企業別組合（又は工場ないし労働委員会）

　大企業中心に現存している企業別組合を，戦後

の経済プロセスの所産と見倣す立場も存する（例

えばShirai（1983）の概説参照）．しかし，そのプ

ロトタイプは，戦前にも明確な形で存在した．そ

れは，当時の米国大企業間に見られた会社別組合

（company　unions　or　work　councils）を範とし3），

第1次回戦後急速に大企業間に普及していった工

揚委員会である．但し，現存の企業別組合と異な

り，構成員は殆どがBlue　Colorsであった（Shirai

（1983）P，24）．（これ’に対し米国のそれはblue及

white　colorsの双方を構成員としていた（U・S・

BLS（1937））．

　工揚委員会数は，大正末期から昭和初期にかけ

て急激に増加した（『我国に於ける勝働委員会の概

況』内務省社会局（1937）pp．7－8参照）。この増加

傾向は，金融恐慌（1927年）を契機とする深刻な不

況の始まりと共に一時的に減少傾向に転ずる．し

かしながら，1932年より，激化する労働争議に企

業側が対処する形で，また急速に強まり（田中

（1985）p．427参照），1936年目はその数274に達

した（上記『概況』参照）．これらの工場委員会に

よ．りカバーされる労働者数は，1924年で凡そ32

万人4）（協調会（1937）P．526），1936年では約51万

人（田中（1985）p．427）であった．

　当時の工場委員会が主に大企業中心に普及して

いたことは内務省社会局『労働時報』（1934年1

月）により確認される．即ち当『時報』によると

労働者50人未満の民間工場23，515のうちのわず

か8工場（0．04％）しか四丁委員会を有さない一方，

1，000人以上の規模の工場155の場合には24工揚

（15－5％）でそのような委員会を有していた．

　3）1921年8月16日，住友系各社（住友伸銅所，電
線及製鋼所）は，当時米国の代表的company　unionsの

1つであったInternational　Harvester（IH）社のshoP

committeeを下敷きに，工場委員会を導入した（Nakase

（1979）p．184）．当委員会の創設は，当時民主的労務管

理の方法として話題となり，以後日本の工場委員会の

ひな型とされた（田中（1985）P・252）・IH社のshoP

committeeに関してはOzanne（1967）に詳しい．

　4）　同時期労組員数31万人であった（協調会（1939）
P．256）．

3・“日本的”雇用慣行の所謂経済合理性論

　上述の“日本的”雇用慣行のプロトタイプが成

立した時代は，（第1次大）戦後不況の打ち続く

1920年代及大恐慌にあえぐ30年代（特に前半）と

してのイメージが強い．ところが，当時期は，一

方で，交通（鉄道・海運）通信網の整備に伴う国内

外市揚規模の拡大5）及「電動力革命」ならびに欧

米先進技術の大量導入による諸工揚の大規模近代

化を背：景として，日本の重化学工業が飛躍的に発

展した時代でもあった．中でも目覚しい役割を果

したのが，第2次産業革命の原動力と言われる電

力の影響である．特に1920年代というのは，高

圧送電実用化に伴う大規模地域送電システムが広

汎に普及するようになった時代であった（本間

（1983）pp．120－122参照）．

　当時の電動力普及プロセスを如実に物語るのが

unit－driveを旨とする電動力モーターの急速な二普

及状況である．即ち，原動機総馬力数に占める電

動モーターの割合は，1910年代に急速に増加し，

驚くべきことに，1919年には米国に先んじて電動

力が蒸気動力（＝汽力）を上回るに至った6）．当傾

向は1920年代にも続き，1930年には，86．7％に

まで至った（以上Minami（1977）参照）．中でも機

械器具・金属製錬・化学等の重化学部門の電化率

の上昇は目覚しく，1929年にはいずれも電化率が

90％を越えた（栗原（1964）p．254）．

　上記の急速な電動力化と対応しているのが欧米

（特に米国）先進技術の大量導入であった．例えば，

著名な合弁事業としては，

　〇　三菱電機とWestinghouse社（米国）との技

　　　術提携（1923年），

　5）　例えば，当該時期における商社の飛躍的発展
（Yamamura（1975）pp．171－2），新聞雑誌ラジオを媒体

とした広告業の隆盛（中瀬（1968）），大衆化社会の到来

（南及社会心理研究所（1965））などに象徴される，

　6）米国電力業界誌Electric　World（1925年12月
26日号）は「The　visitor　to　Japan　is　struck　immedia－

tely　by　the　extensive　use　of　electricity．　There　is　today

probably　a　Iarger　portion　of　house　lighted　by　electric－

ity　in　Japan　than　in　any　other　country量n　the　world，

not　even　excepting　the　United　States……」（p．232）と

報告している．
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○古河電工とジーメンス社（独）との合弁によ

　　　る富士電気の創設（1923年），

　○　世界最大の電線メーカーWestern　Electric

　　　社（米国），その日本子会社日本電気（NEC）

　　　並びに住友家の出資による住友電線（のち

　　　電工）の設立（1920年），

　○横浜電線（後古河電工）とGoodrich社（米

　　　国）との折半合弁による横浜ゴムの設立

　　　（1917年），

　〇　三機工業（三井物産子会社）とCariar　Air

　　　Conditioning社（米国）との合弁による東洋

　　　キャリアの設立（1930年），後Otis　Ele－

　　　vator社（米国）も同合弁事業に参加（1932

　　　年），

　〇三菱系とAssociated　Oi1社（米国）との折半

　　　合弁会社である三菱石油の設立（1931年），

などである．また直接進出の代表例として

　○　横浜にknock－down式工場設立の日本フォ

　　　ード社（1924年），

　○　大阪にknock－down式工場設立の日本G。

　　　M．社（1927年），

　○　日本ビクター社（1927年），

などが挙げられ’る（以上中村（1985）p．63，Wilkins

（1982）pp・498－504及野田（1981）参照）．

　またこの平な技術導入過程で明記すべきは，

1920年及30年代における日本の（高級）技術者群

の十分な最先端技術咀囎能力である．例えば，こ

の点に関して，1914年時点でさえ，日本大企業の

抱える大卒者（含高等専門卒）数の割合が，同時代

の西欧諸国のそれを遥かに陵駕していたという事

実（Yonekawa（1984）p．195）は，1つの証左を与え

ている．

　上述の「電動力革命」ならびに大量の最：先端技

術の導入に対応し，日本の製造業における労働生

産性け，1920年代において傾向値で実に（年）平均

7％という驚異的な比率で増大した（表2参照）．

このような急激な生産性上昇は1960年代の高度

成長期のそれに匹干するものであった（表2参照）．

また，個別産業技術間ではバラツキが存在するも

のの（Okochi（1974）），工揚の機械化率・電化率等

のマクロ的技術水準指標自体に関して言えば，日
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表2　製造業における平均労働生産性

米 国1・ 本

1839年
1849

1859

1869

1879

1889

1899

1909

1919

1929

1937

1948

1953

1958

1963

1969

9
8
7
5
3
8
1
7
8
0
1
7
6
9
8
2

4
7
5
5
8
7
4
9
0
0
2
5
7
0
3
2

2
2
3
3
3
4
5
5
6
0
0
2
4
6
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
2
2

1884年
i忌86

1899

1909

1919

1929

1936

1953

1955

1958

1963

1969

32．8

35．2

46．1

39．7

59．9

100．0

130．0

96．5

111．7

131．0

248．6

510．7

資料＝Sato（1974　b）p．7。

本は英噸をほぼ陵駕し米国に対しても5年程しか

遅れていなかった（Sato（1974　b））．この点で当時

American　Management　Association（注15）参照）

副会長の以下のような日本の印象は興味深い
（Gilbreath（1930））：

　‘‘Layout，　machinery　and　work　processes　in　the

　steel　mill　were　so　similar　to　what　one　sees　in

　this　country（ニU，　S．　A．）that　it　was　dif五cult　to

　imagine　one　was「eally　in　Japan．”（p．10）

　上記の歴史上まれにみる急速な工業化の発展は，

それを担う企業群の労働統轄・管理機構にも幾多

の変革をもたらした．まず第1に，交通・通信網

の整備に伴う国内外市場規模の拡大を背景にした

「電動力革命」の進展は，経済計算に見合う大規

模近代工場の導入を容易にした．事実第1次大戦

を契機として機械金属・化学といった近代的移植

工業における規模拡大現象が顕著に観察され，るよ

うになった（通産省（1963）pp・22－26）．前述の如く，

この様な大規模生産は，複雑な生産技術システム

を有する欧米（特に米国）先端技術の導入によりな

された．従ってそのような生産技術システムの効

率的かつ安定的運用を図る為には，仔細な技能・

職務の標準化・細分化・専門化が不可避であった，

その結果として，当該企業群は，新しい様々なタ

イプの労働者を大量に調達する必要に迫られた．

り

■

o
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そのような労働者の中でも特に枢要な位置を占め

たのが，基礎的かつ体系的科学技術知識を具備し

標準化された技能を有する一般職工群と，当該シ

ステムを包括的に理解し，従って生産技術進歩に

対しても有効に対処し得る技能職工あるいはエン

ジニアであった（二合（1971）P．7及PP．37－8ある

いは尾高（1984）pp．218－19）．また，これ，らの基幹

的労働者に加えて，作業の標準化の結果として，

未熟練労働者への大量の需要が生み出されたこと

は言うまでもない．ところが，後発国としての当
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　ロ　　　の　　　　　　　コ　　　　　　　　

時の日本の外部労働市場は，欧米のそれと異なり，

近代的大企業が必要とする前者の類いの労働者を

早急に供給できなかった（Shimada＆Shirai（1978）

PP。265－266及梅村（1961）P．229）．

　確かに，当時においては，鉄道網の整備を背景

に，労働者は全国的な規模で移動するようになっ

ていた（梅村（1961）p．181）．また初等教育（6年）

の普及率も驚く程高かった7）．加えて第1次大戦

後の停滞した経済状況により，或る一定水準の能

力をもつ技能工が巷にあふれる状況も出現したし

（隅谷（1971）p，142），労働者の農村から都市部へ

の大量流入（梅村（1691）第4章）さえも生じていた．

従ってマクロ的な意味では，外部労働市場は買手

市揚の状況にあった．しかしながら，彼らの大半

は，近代生産技術に対応するに十分な知識あるい

は資質を具備しているとは言えなかった．

　さらにまた，大企業においては旧来の工学徒弟

制が敷かれていた．しかし技能を伝達する側が体

系的・理論的な教育手段を開発することなく，見

よう見まねによる経験の蓄積を強いるといった風

で，とても上記の近代的技能労働者を大量に創出

することができなかった（隅谷（1971）第3章）．一

方，政府主導のもと，上述の近代的労働者の供給

を図るべく，明治後半より国公立の実業補習学校，

徒弟学校等が設置されていた．しかし少なくとも

大正半ばに至るまで，地方はもとより都市におい

てさえも一般職工養成の機関としての役割を殆ど

果し得なかった（隅谷（1971）PP．11－15及P．21）。

　この様な労働二三の諸制約を反映し，上述の未

7）　明治40年時点で就学率97％超であった．
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曾有の急激な重化学工業化は，近代的熟練たるに

相応しい労働者群に対して非常に高いプレミアム

を付与することになった．またその結果として，

彼らのより有利な職揚を求めての企業間移動性向

を増大させるに至った，この様な労働市場の状況

に鑑み，近代的大企業は，基幹労働力の安定的確

保を図るべく，積極的な対応策を講じた．中でも

中心的役割を果したのが各種の福利厚生施設及制

度の創設と子飼い方式による近代的熟練工養成の

開始であった（隅谷（1971）p．59）．

　前者の例として1920年代に普及をみたのは，

疾病傷害等に備える為の各種の共済制度，停年退

職金等の付加給付及住宅・寄宿舎・集会室・テニ

スコート等の福利施設であった（隅谷（1971）pp．

173－175）．また，前述の企業別組合の塙矢として

の工揚委員会制度も，企業主導のもとでpater－

nalisticに導入された．従って，その役割も労働

者により堤示される苦情及問題を企業内で処理し

ていくものであった故，広義の福利厚生制度と解

し得た（隅谷（1971）p．172及梅村（1961）p．229）．

さらにまた，これらの施設・制度ないし養成工制

度の効率的運営ならびに労働者の採用・昇進等，

を司る中央集権化された労務管理担当部門（即ち

人事部）の創設が相次いだのも1920年代であった

（兵藤（1965b）p・74及しevine（1965）も参照）．

　後者の子飼い方式による熟練工養成制度は，体

系的かつ組織的職工育成を旨として，大正末から

昭和の初めにかけて，重化学工業（特に造船，機

械器具製造，電機機器製造業）を中心とした大企

業間に確立されていった（隅谷（1971）p．144）．当

該子飼い徒弟制度は，より具体的には，主に年齢

14歳～16歳の高等小学校を卒えた若年労働者を

対象とし，材料，物理あるいは数学・英語等の座

学と工場内でのOJTを体系的に組み合わせた，

期間4年程度のものであった（例えば隅谷（1971）

p．88参照）8）．1930年の文部省調査『会社工場従

業員教育施設調査』によると，機械器具工区の揚

　8）　この様な子飼い徒弟制以外に，役付工対象の高

等技能教育及繊維女工を対象とした花嫁修業的な一般

教育等も存在した（隅谷（1971）pp．147－152及404－
111）．



312 経　　済

合，対象工揚61のうち企業内教育施設を有する

もの21で，その普及率は34％であった（隅谷

（1971）p．145）．

　企業内養成により基礎的科学知識に裏打ちされ

た標準技能を体化するに至っ泥子飼い熟練工は，

その潜在市揚価値を飛躍的に増大させることにな

った．従って，そのように交渉力の増した彼等に

対して，当該企業は，有効な足止め策を講じる必

要が出てきた．さらに当該足止め策は企業組織の

運営・管理統轄機能を担うホワイトカラー層の安

定化を図る意味でも必要であった9）．そこで登場

してきたのが，勤続手当や勤続奨励金，定期的昇

進昇給制度としての年功賃金制あるいは長期勤続

条件付の退職金制度であった（隅谷（1971）pp．163

－184あるいは梅村（1961）p．229参照）．また上述

の各種福利厚生施設や制度が長勤策としての機能

も果したことは言うまでもない．そしてここに

“日本的”雇用慣行の基礎が確立されるに至った．

換言すれば，“日本的”雇用慣行というのは，近代

的大企業の歴史的制約条件（特に外部労働市場の

未発達性）に対する経済合理的対応として現出し

たということになる。

4．1920年代米国における“日本的”雇用慣行

　日米両国は，第1次大戦中層大な漁夫の利を獲

得するという幸運を共有したが，工業生産技術上

の（少なくともマクロ的）発展プロセスに関しても，

程度の差こそあれかなりの類似性を有した．実際

1920年代の米国は，交通通信網の発達に伴う国内

市場規模の拡大及「電動力革命」を背景とした大

規模生産方式によって特徴づけられる近代産業

（特に製造業）の歴史上まれにみる発展を経験した．

より具体的には，表2に示されるように，1920年

代の米国製造業は，傾向値で7％超10）という米国

史上最も急速な労働生産性上昇率を達成した．

　確かに，上記の米国産業発展の背後にある需要

　9）工場総数に関して言えば，職員数は1920年か
　ら1930年の間に約12％（13，666入）増大．増加傾向は

30年代に著しく，当該比率は1930年から1940年に
25倍（322，907人）と驚異的数値を示した（昭和同人会

　（1960a）p．119）．

　10）　前節の日本の上昇率を弱冠下回る・

研究　　　　Vo1．38　No．4
側の要因には，当時の日本の要因と比して，質的

に大分異なった所がある．例えば，車，ラジオ・

電気冷蔵庫等の耐久消費財普及によって特徴づけ

られる大衆消費革命の進展（Soule（1962）あるいは

Allen（1931））あるいは，自動車工業等の巨大企業

を中心とする1920年代の大々的対外直接投資活

動の進行（Foreman－Peck（1983））等である．しか

しながら，その様な需要の発展を可能ならしめた

供給側の主原動力としての「電動力革命」は，日

米両国においてほぼ同時的に進行した．また先進

工業諸国においても，10万ボルト超の高圧送電を

保持し，しかも数百マイル以上離れた各都市地域

及遠隔工業地帯を結ぶ大規模高圧送電システムが

広汎に普及するようになったのは1920年論及30

年代前半であった（Hughes（1983）P・363）・つまり

第1次大戦後の先進国米国においてさえ，電動力

が他の原動力を上回るに至ったのは1920年であ

ったという前述の事実にも示されるとおり，1920

年代を迎えるまでは，電力はそれ程広汎かつ安価

に利用可能ではなかったのである（Devine　Jr・

（1983）p．369）．

　電動油単にunit－drive電動モーターの急速な

普及は，大量生産方式及分散処理技術（batch－

processing　technique）の経済性を飛躍的に高め，

あるいは工揚レイアウトの著しい簡素化をもたら

した（Nelson（1975）PP．21－25）・従って，それは・

今世紀初頭以来進行していた諸産業の大規模近代

化・械機化を大幅に促進したのであった（Devine

Jr．（1983）pp．367－8及Bernstein（1960）pp．52－64

又はp．145）．さらにまた，企業規模の拡大とい

う点では，1920年以後の一種のイノベーションと

しての経営多角化宇多事業部制の展開（Chandler

（1969））ならびに1920年代後半の大規模な企業合

併の進展（Nelson（1959））も，その傾向を助長した．

　広汎かつ急速な大規模近代化による産業発展は，

当然それ’を担う企業群の必要とする労働者のタイ

プにも質的変化をもたらした（Bernstein（1960）pp．

55－63）．即ち，一方で，大規模技術の効率的運用

の為に不可避的に導入された仔細な技能・職務の

標準化・細分化・専門化は必然的に旧来の勘やこ

つに頼るタイプの熟練職人の重要性を減少させ

噸
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（Douglas（1921）第3章参照），代りに大量の未な

いし半熟練工への代替を可能にした．例えば，

1923年のHenry　Fordの推定によると，自動車

製造に関するすべての仕事のうち79％は1週間

以内に修得可能なものであった（Peterson（1981），

p．220），また，この様な代替の結果として，鉄鋼

業に関してではあるが，20世紀初頭から1910年

代位まで，熟練・非熟練の賃金格差が，かなり縮

小してきた（Brody（1960）PP・44－49）・ところが，

他方で，大規模生産技術自体が複雑な機械・設備

システムから成る故に，それらの効率的かつ安定

的な維持運用の為には，当該システムに関する基

礎的かつ体系的科学知識を具備した新しいタイプ

の基幹的技能労働者が大量に必要となってきた

（例えばBardweU（1913）参照）．さらにまた，労

働力構成ならびに対峙する，マーケットの大規模

化・複雑化は，必然的に企業組織自体の統轄・運

営・管理機能を企業戦略上の重要課題とさせ，従

ってそれらを担うホワイトカラー層への需要をも

急激に増大させた．この点に関して当時の生産

（manual）・非生産（non－manual）労働者数の動向

を見ると，生産労働者数は，1920年から1930年

の間に2850万人から3070万人へと7．9％の上昇

を記録したにとどまった．ところが，同期間中，

非生産労働者数は，1050万人から1450万人用と

実に38．1％をも増大した（研s彦oγ磁1∫’魏語050∫

疏θσ卿’θ4∫’α’θ5）．

　それでは，この様な労働者需要の構造的変化に

対応して，当時の米国外部労働市場は，速かに対

処することができたのであろうか？　答えは否で

ある，

　未熟練労働者に対しての需要はスムースに充足

された，というのは，まず第1に，1921年及1924

年の移民制限法の制定にもかかわらず，第1次大

戦中から20年代にかけて農村部から都市部へ，

あるいは南部から北部への大量の国内移動が生じ

た．また，女性の労働市場参加率も急激に増大し

た（Miller（1962））．しかも，製造業自体の雇用量に

は，1920年代を通じて，殆ど変化がなかった（Le－

bergott（1964）Table　A－5　in　p．514参照）．つまり

当時の米国外部労働市揚は，マクロ的な意味で買
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手市揚の状況にあったのである（Douglas（1930）

pp．174－184，　Bernstein（1960）pp．63－74あるいは

Stricher（1983）参照）．

　ところが，労働力の基幹を担うに相応しい労働

者（特に技能工）の調達は，速かにはなされ’得なか

った．その根本原因の1つは，19世紀後半から

20世紀初頭にかけて，旧来の工揚徒弟制が有効に

機能し得なくなってしまっていたことである11）

（Douglas（1921）pp．73－8及Nelson（1975）p．96）．

機能不全に陥った理由をまとめると以下のように

なる（Douglas（1921）pp．80－84）．

　1）各種作業の機械化・標準化により，旧来の

　　all－roundな熟練工の重要性がかなり減少し

　　た．

　2）熟練工の離職率が高過ぎて，徒弟訓練費用に

　　見合う収益の回収が困難を極めた．またその

　　結果，多くの企業が，必要な熟練工を引き抜

　　きによって調達するようになってしまった．

　3）若い労働者（あるいはその親）達にとっても，

　　かなりな年数（当時平均7年）を要する旧来の

　　徒弟制は，割高に感じられるようになった♂

　4）出来高払制を依然として課すなどの施策に見

　　られるように訓練を施す側（主に職長）に適切

　　な動機が与えられず，それ故，徒弟は非体系

　　的な見よう見まねによる技能の蓄積を強いら

　　れ，るのが常であった．

　確かに，この様な旧来の徒弟制の崩壊に鑑み，

19世紀後半辺りから，いくつかの州（Massachu－

setts，　New　York等）：及私的団体により，体系的

な科学技術の知識を図るべく職業学校（trade

schools）や実業補習学校（vocational　continuation

schools）等が創立された．．しかし，財政的な裏付「

けが不足していたり，あるいは，実業界の要求と

の間にズレが存在した等の理由により，たいした

成果もあげていなかった（Douglas（1921）第8及

11章）。またこの様な状況を打解すべく，連邦政

府が，実業教育（vocational　education）に対して大

々的財政補助を（各州政府を通して）開始したのも，

11）　日本においても，旧来の工場徒弟制の欠陥が露

拝したのは日露戦争前後だった（隅谷（1970）pp．171－
178）．
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やっと1917年の実業教育法（Smith－Hughes　Act）

成立以後であった．しかもその成果が現れ始めた

のは1920年代後半から30年代にかけてであっ

た12）．従って基幹熟練工の供給は常に不足し，企

業間争奪戦も手伝って，彼らは渡り職人ぐ‘foot－

loose　craftmen”jとして（特に1920年以前まで）高

い離職率性向を示した（Jacoby（1983）PP・262－

267）のであった．

　この頑な近代的技能工の慢挫的不足に対処する

為に，特に1905年以降，米国大企業（主に鉄道，

機械器具及電気機械製造業）間に，子飼い方式に

よる熟練工養成制度（corporation　schools）カミ数多

く創設された13）（Douglas（1921）第9章及Nelson

（1975）p，97）．また1913年には，主に大企業か

ら成る使用者団体National　Association　of　Cor－

poration　Schools（＝NACS）14）が創設され，各種の

アンケート調査を通じて，子飼い養成方式の効率

的運営ノウハウの普及が図られた．そして，Sears

（1931，p．112）によると，1920年までには，大半

の巨大企業（特に製造業及サービス業）がcorpora－

tion　schoo1を持つに至った．例えば1924年の

American　Management　Association（＝AMA）（注

38）参）アンケート調査（会員企業120社へのアン

ケートに対し60社返答）によると，製造業の45％

が2～4厚め子飼い養成制度を保有していると答

えている．

　当時の日本の養成工制度との比較の意味で，米

国子飼い養成工制度の具体的内容を見てみよう．

1913年におけるNAgS調査（Hughes（1983））によ

12）例えば州立工業実業学校生徒数は，1918年から

1930年までの間に，117，934人から633，153人へと5．4

倍近く増大した（Federal　Board　for　Vocational　Educa－

tion（1932）p．5）．米国実業教育史に関してVenn（1964）

参照．

13）　当時のCorporation　Sch∞1は大体3つに分類さ

れた・即ち　イ）高等教育訓練（大卒熊山職長等），．ロ）

移民の為の英語能力向上を主としたAmericanization

Plans，ハ）16歳～18歳の未熟練工対象の徒弟学校
（Fisher（1967）p．11）．

14）　1920年にはNationa1　Association　of　Corl⑩ration

Training（NACT），また1922年にはIndustrial　Rela・

tions　Association　of　Americaを加えてNational　Per－

sonne1　Associationと名を変え，さらに1923年からは

American　Management　Associationとして今日に至る．

Vol．38　No．4

ると

　0　85％～95％の養成工が機械工（machinists）

　　　及機械器具製造工（toolmakers）のコース選

　　　択，

　○　大多数が4年の修業期間設定，卒業率平均

　　　56％，

　0　21校が専用教室を，16校が専用機械設備

　　　室を保有，

　○　入学年齢は，州法により異なるが，Gram－

　　　mer　School（8年）卒の16歳～18歳の男子

　　　（若年者に対する選好強し），

　○　週平均11．25時間の授業，教師割り当て率

　　　は，生徒45人に対し教官平均1人，

　○　訓練期間中の賃金は，一年生平均10¢及最

　　　終学年平均18¢，

とされている。実際の教授科目・方法に関しては，

業種ないし個別企業毎にかなり異なったと思われ

上記調査には現れていない，これらに関しては，

Morris（1921）が35社に渡る入念なヒアリング調

査をしている（Douglas（1921）第9章も参照）．例

えばWestinghouse社の例をみると，

　（実地訓練）

　4年の内1／3＝machinists及toolmake「sによる

　　　　　　　特別指導

　残りの2／3＝幅広い経験を積む為工場内の各セ

　　　　　　　クション施設内での訓練

　（座学）

　　すべてのコースに渡って週4時間の教室での

　　講義受講（朝7時～9時の間），課目は主に機

　　械製図と工揚内問題（shop　problems），テキ

　　ストは教官選択，問題は様々な工扇面の課に

　　おける実践に基づく，

　　機械製図＝青図，描写，レイアウト，現像，

　　　　　　　トータルデザイン，

　　工揚問題＝力学，工場システム，（実用）英語，

　　　　　　　原価計算，算術，代数，幾何註記

　　　　　　　角関数の工場作業への応用問題，

となっている，

　この様な方法により企業内で養成された労働者

は，当然基幹技能工としての役割を担うべく，長

期間当該企業に定着することを望まれ，た15）．しか

●

∂
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し養成工の定着率の上昇を図ることは，なかなか

難しかったようである．例えば1921年のNACT

調査によると，Corporation　Schools全卒業生の内，

同一企業内に定着するのは大体50％～80％位で

あった．1920年以前の熟練工離職率はかなり高か

った故，上記の様な養成工の定着率でも許容でき

る水準だったに違いない．しかし，依然として養

成工の離脱は当時の企業にとっては悩みの種であ

った（Douglas（1921）PP・222－228）．それ故，企業

にとって，彼等の長期勤続化を図るべく様々な施

策を導入する必要があった．さらにまた，この密

な長勤続化の必要性は，上述したホワイトカラー

層の重要性の高まりとともにさらに強まることと

なった．実際左様な時代の要請に呼応し，Rocke－

feller　Jr．（standard　oil　of　New　Jersey），J．　Gurry

（US．　Steel），　C．　Schwab（Bethlehem　Steel），G．

Swope（General　Electri6）等を旗頭とする大企業の

リーダー達は，安定した基幹労働力（overhead

employment）確保の重要性を速かに認識し，彼ら

労働者の当該企業への忠誠心・愛着及充足感等を

高めるべくpaternalisticとも言える様々な雇用

政策16）を打ち出してきた（例えばDerber（1970）第

8章，Brody（1960）第8及13章，　Schatz（1983）第

1章参照）．そして，極端に言えば，社宅に住み，

社の嘱託医の診察を受け，会社内の学校に通い，

会社のチームでプレーし，会社の株を買い，会社

組合（company　union）によって代表される類いの

労働者までをも生み出す雇用慣行が形成されてき

たのである（Brandes（1976）p．2g）．

　より具体的には，いかなる雇用慣行が現出して

きたのであろうか？　それは以下の逆なものであ

った．

15）例えば1921年のNACT調査への返答として，『
Western　Electric社は次の様に述べている．「We　have

been　training　toolmaking　apprentices　from五fteen　to

eighteen　years　old　and．ノε％4地α’8γα4％α’θ5　qズ’乃ガ500麗γ5θ

〃α勿勿8〃θ螂麗α砂ρ8γ勉απθ窺θ祝μo：yθθ5．」（NACT

（1921）9th　Annual　Proceedings，　p，335）．

16）　最右翼は第1次大戦前の“5dollars　day”で有名

になったFord社のpaヒernalismである．そこでは，

労働者（除ホワイトカラー）の日常の家庭生活状況その

ものまでもが労務管理の対象とされた（Meyer　III
（1981））．
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　（長勤策と年功的賃金制）．少なくとも当時の米

国において『労働統計実地調査』の様な詳細なデ

ータを求めることはできない．しかしながら，様

々な個別企業データは，当時多くの大企業が一定

の勤続期間に応じて賃金を上昇させる長勤方策’

をとっていた（Slichter（1929）pp，414－415，　Schatz

（1983）pp．18－19）ことを示している．また，この

ような賃金政策は，勤続期間に応じた年1～2回

のボーナスを伴うことが稀ではなかった．例えば

1927年のNational　Industrial　Conference　Board

調査（141社，50万人超の労働者対象）では144，713

人制労働者が何んらかの型のボーナス制度に与っ

ていた17）（五αω（＆Lαδoγ（1927，December）pp．331

－333）。さらにまた，この様な長話策と密接に関

係するものとしての内部昇進制（within　promo－

tion）も広く用いられることとなった（Slichter

（1929）p．417，AMA（1925）pp．5－6）。特に前述の

子飼い養成工に対しては，職長のみならずより上

位の管理職・重役職への登用も多く見られた18）

（NACT（1921）PP，331－348参照）．

　（雇用の安定化指向）1920年代の米国大企業に

おいては，不況下においても企業内再配置等によ

りLayoffを出来る限り避けることが企業戦略上

望ましいと判断されていた（例えばSchatz（1983）

pp。19－20，　Brody（1968）R151及p．164あるいは

Slichter（1929）p・421及pp．424－5）．特にこの雇用

安定化指向は，1929年の大恐慌到来から1932年

頃までのworksharing至上主義の雇用調整政策に

顕著に見られた（Nelson（1982）pp．354－55，　Bern－

stein（1960）p．479）．　Barnett（1932）によると，　i当

時のBLS調査の結果，6，551社の内3，857社（58．8

％）がworksharingを実行していた．特に大企業

は，操業率が20％以下に下落するまで様々な雇

17）U．S．　Steel社は年皆勤者に年1回（Brody（1960）

p．89），General　Electric社は5年以上勤務者に年2回

年収の約5％（Schatz（1983）p・20）のボーナスを支給

していた．

18）先のWestern　Electric社の例では（注15）参）過

去10年の通約80％の養成工が社内に留まり，内20％

が監督的仕事に従事している，とある．またU．S．

Stee1は，内部昇進プランの明確化を図ると共に，熟

練工の管理職への登用を推進する運動を展開した
（Brody（1960）p．36及p，90）．
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用確保策を講じ続けた（Brody（1968）pp．165－178

及Bernsteih（1960）第15章参照）．例えばU・S・

Steelの揚合，1931年11月段階で操業率50％以

下に陥ったにもかかわらず，恐慌以前の労働力の

94％の雇用を確保していた19）（Brody（1968）p．

167）．

　（停年制）　前述（2．3，節）の様に，停年制及それ

と裏腹の関係にある雇用の際の年齢制限慣行とい

うものは，極めて20世紀的現象で，企業組織の

大規模近代化・階層化と深い相関をもっていた

（Graebner（1980）pp．10－17及Bernstein（1960）p．

57），実際，1874年から1900年までの間，主に年

配労働者の除去を目的として私的年金制度を設け

た企業は8社に過ぎなかった．ところが，1901年

から1905年の間には23社，1906年から1910年

までにはさらに29社，そして1911年から15年

の間に至っては99社が新たに左様な停年退職制

を制度化するに至った（Achenbaum（1978），p．4g）

その後もこの傾向は続き，その結果1925年までに

は245から31020），あるいは調査によっては1928

年までに500ものプランが存在するまでになった

（Brandes（1976）画106）．しかもこれ，らのプラン

は，いずれも鉄道，公益企業，鉄鋼，石油，電機

産業等の大会社に集中していた（Bernstein（1960）

p．181）．停年年齢は，各企業によりまちまちであ

ったが，1929年のAMA調査（75社）によると，

55歳から60歳が一般的であった．

　（福利厚生施設及制度）　1920年代の米国大企

業における福利厚生施設及制度の充実振りには現

代の日本大企業も及ばない程である．例えば当時

のU．S，　Steelは，全国に28，000軒の社宅及19の

水泳プールを含む様々な福利施設を有していた

（Brandes（1976）PP・4－5）。1926年に実施のBLS

の調査（431事業所，約1，977，000人の労働者対象）

は，この様な福利厚生施設及制度に関して，数々

の写真を交えて包括的な報告をしている．そこで

19）同時期のGeneral　Electric社及Westinghouse
社の雇用確保策についてはSchatz（1983）PP・59－61参

照．

20）　National　Industrial　Conference　Boardの調査に

よると，カバーされる労働者数は2，815，000人から
3，500，000人と推定された（Brandes（1976）P・106）・

VoL　38　No．4

は，社員食堂，救急病院・看護施設，グループ保

険（生命・健康・傷害等），持家・持株促進制度，

テニス・野球・ボーリング等の屋外施設，プーノレ，

文化クラブ活動の為のクラブハウス，トレーニン

グジム等の屋内施設，映画館，社誌等など考え得

るあらゆる類のものが老慮の対象となっていた．

例えば普及率の高い代表的なものを挙げると

　社員食堂（430事業所，1，977，724人，普及率

　　　　　　　　　　　　　　　　　100％）

　救急病院・看護施設（407事業所，1，301，130人，

　　　　　　　　　　　　　　普及率66％）

　屋内施設（278事業所，1，204，604入，普及率61％）

　屋外施設（213事業所，678，517人，普及率34％）

　グループ保険（180事業所，403，801人，普及率

　　　　　　　　　　　　　　　　　20％）

となっていた．

　（直接的労務管理体制）　諸工場の急速かつ大規

模な近代化は，職長の個人的なイニシアティヴを

媒介とした間接的労務管理体制の非効率化をも招

いた．代って，1910年頃から大企業を中心に登場

してきたのが，採用6罷：免・訓練・昇進21）等を直接

的に司る人事部である（Eilbirt（1959）P・350）．ま

た当時（特に1920年代）の入事部吃ま，．下記の会社

別組合の代替物としての機能も有していた（Nel－

son（1982）P．346及Jacoby（1983）P・268）・　1915

年から1920年の間，人事部を有する従業員数250

人以上の事業所比率は7％から25％へ，そして

1930年には34％にまで増大した，という事実が

上記の経緯を物語っている22）．・

　（会社別労働組合（company　unions，　works　coun－

cils，　etc．）23））　1920年代の米国大企業間には，所

謂会社（あるいは事業所）別組合が広汎に成立して

いた24）．前述（2．4節）の様に，当会社別組合は，

21）　当初は就職斡旋採用ならびに関連資料の保全業
務に限定された（Eilbirt（1959）P・354及Jacoby（1983）

pp．268－269）．

22）　250人以下の企業では，当該比率は・1930年置

も3％足らずであった（Derber（1970）p211）．

23）　その他employee　representation，　shop　colnmit－

tee，　employers，　associationなどの呼び名がある．

24）　Nelson（1983）は当時の会社別組合を，イ）第1

次大戦中のWillson政権主導によるもの，ロ）大戦前

から及1920年代を通じて企業独自に積極的．に導入さ

9
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ブルーカラー・ホワイトカラー双方の自由な参加

を認めていた（BLS（1937）p．60）．取り扱われた

主な問題は，個々の組合員の苦情，保健・安全問

題，賃金，労働時間，入員配置，seniority等の労

働問題であった（BLS（1937）PP．69－74）．また，

公益事業を中心に，ホワイトカラー組合の隆盛が

見られたのも1920年代であった（Nelson（1982）

P．347）．

　会社別組合を有する会社（事業所）数は，1922年

に385，1924年に421，1926年に432と増え続け

た．その後1928年に399，1932年に313と，減

少傾向を示した（BLS（1937）p．27）．しかし，1935

年のWagner法成立前後にまた急増した（Nelson

（1982）p．347及Saposs（1936）），一方会社別組合

によってカバーされる労働者数は，1920年代一貫

して上昇傾向にあった．即ち1922年に690，000

人，19丁年に1，240，704人，1926年に1，369，078人

とコンスタントに上昇し1928年には1，547，766人

に達した．このピーク時の会社別組合員数は，

AFLを含めた全国労働組合員数の44．5％をも占

めた（Mills　and　Montogomery（1945）p．837及BLS

（1937）pp・24－25）．30年代に入ると不況の影響で

減少し，1932年には1，263，194入となったが，1934

年には一転し250万人目ら300方人がカバーされ

ることとなった（Nelson（1982）p．338）．

　この斜な企業別組合は，大企業に顕著にみられ

た．事実1932年のNational　Industrial　Conference

Board調査によると，従業員15，000人以上を有す

る大会社だけで上記会社別組合にてカバーされる

全労働者の63，1％を占めた．当該比率は，従業員

1，000人以上の会社に限定すると，なんと97．5％

にも達した（Mills　and　Montogomery（1945）P．839）．

5．結びにかえて

　当小論の歴史的考察によると，1920年代の米国

大企業間において，所謂“日本的”雇用慣行が，

広汎に成立していた，しかも左様な雇用慣行を成

れたもの，ハ）Roosevelt政権化の労働組合保護立法

に対処するもの，の3つに分類している．Nelsonは
第2のタイプの会社別組合が終始主体であったと主張

している．
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署せしめた背景としての生産技術上の制約（ある

いは生産関数）及外部労働市場における制約（特に

基幹労働者の利用可能性）双方に，当時の日米聞

でかなりの類似性が存在していたことを確認した．

　この様な類似性存在の意義は重要である．とい

うのは，そのことから，所謂“日本的”雇用慣行

を生成するより基本的な経済原理の存在可能性が，

大いに明示されるからである．この意味で最近の

Chuma（1987），　Hashimoto（1979），大橋（1981），

奥野（1981）等に見られる理論モデル構築への努力

の重要性が，より一層クローズアップされると思

われ，る．

　また，当りサーチのインプリケーションを考え

る意味で問題となってくるのは，以下の様な問題

である．即ち，日本の1920年代の雇用慣行は，

第2次大戦後より広汎に存続していったにもかか

わらず，何故米国のそれは大不況の到来後次第に

崩壊していったのか，ということである．以下で

はこの点について考察してみよう．

　第4節（後半）で述べたように，米国大企業間の

所謂“日本的”雇用慣行は．大不況後直ちに崩壊

した訳ではない．不況の当初は，殆どの大企業が

雇用確保のみならず不況前の（高）賃金水準の維持

に努めた（Brody（1968），Bernstein（1960）第15章）・

不況が長引くにつれて付加給付を含む賃金カット

が実行され始めたが；とにかく1932年頃までは

依然として企業内再配置・ワークシェアリングを

中心とする雇用確保策が採用されていた．ところ

が不況のより一層の長期化に伴って操業率が20

％以下に落ち込み，企業の存続可能性をも脅かさ

れ・る状況が現実化してくると，U．　S．　Steel，　General

Electricといった主要大企業が，大規模な人員整

理を展開することになり，他社も一斉にこれに追

従することとなった．その結果労働者の米国大企

業に対する信頼は地に落ちてしまう。“日本的”雇

用慣行成立の為には，企業側が一種の約束手形を

振り出し，労働者が，それを信頼の措けるものと

して受け入れる，ということが不可欠である．従

ってこの信頼の失墜は，当然上記雇用慣行の存在

基盤をゆさぶり始めた．

　しかし，それでもcompany　unionsを中心とす
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る雇用慣行自体は，依然ξして存続し続けた（BLS

（1937）及Nelson（1982））．それが崩壊するに至る

のは，1937年最高裁によりWagner法（1935年成

立）合憲判決が下された以後である．Wagner法は，

経営者側が労働者側の意志形成にいくらかでも影

響を及ぼす様な形のco皿pany　unionsあるいは福’

利厚生制度・施設の提供を不当労働行為として見

倣した故，1937年以降これ’らの制度は急速に消滅

するに至ったのである（Brandes（1976）p・144及

Derber（1970）pp．323－330）．換言すれば，大不況

を原因とした大規模雇用調整，それによる労働

者・企業間の信頼関係の弱体化及政府による強力

な産業別労働組合運動促進策の3つが，1920年代

を特徴づける“日本的”雇用慣行を崩壊せしめた

と言えるのである。

　但し上記雇用慣行は完全に崩壊した訳ではなか

った．例えば，多くのcompany　unionsは，単に

そのまま全国労組のローカルとして衣替えしたに

過ぎず，従って第2次大戦後もその名残りを色濃

く残している（Mills　and　Montogomery（1945）p．

851，小池（1977）PP．34－38及Schatz（1983）P．67

参照）．また，それらは，American　Plansとして

産業別労組信奉者に蔑まされつつも，様々な型を

して再登場してくるのである（Brody（1968），

Derber（1970））．例．えば，　Taft－Hartley法（1947）等

に象徴される経営者側に有利な形での労使関係諸

法の改訂，雇用安定を至上とする非組合企業の増

加（Foulkes（1981），　Dubofsky（1985）），UAW等大

労組の雇用安定至上主義への転換（e・g・N伽y∂娩

π初θ5（1987）7月7日），最近の日本式経営ブーム

．等は左様な傾向を示していると言えよう．またよ

り具体的な例として，Schatz（1983）は，　General

Electric社が，戦後その1920年代の雇用政策へ

回帰して行ったプロセスを，功妙に叙述している．

この様な点を勘案するとき，以下の様なBrody

（1972）の観察は印象的である：

　“lt　is　mistaken　to　assume，　as　most　of　us　do，　that

　American　workers　were　not　really　captive　to

　the　paternalism　of　the　1920s，　and　that　they

　would　inevitably　have　turned　to　some　form　of

　independent　Iabor　organization．　There　is　no
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solid　evidence　to　supPort　the　Iiberal　article　of

faith．　On　the　contrary，　I　would　argue　that，　had

not　the　Depression　shattered　the　prevailing

a昌sumptioh　of　welfare　capitalism，　the　open

shop　might　well　have　remained　a　perlnanent

feature　of　American　industria正ism．” ip．242）

　　　　　　　　　　　（東京都立大学経済学部）
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